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インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等に係る出席停止について（お願い）

春寒の候 保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃から本校の

教育活動に御協力いただいておりますこと、感謝申し上げます。

さて、現在インフルエンザが流行しておりますが、感染症に係る出席停止について下記のようにさ

せていただきますので、御理解・御協力お願い申し上げます。

記

１ 医師の診断により陽性が判明した場合について、出席停止とします。その際、次のようになり

ます。

（１）インフルエンザの場合

発症日を０日目として５日間経過し、かつ、解熱後２日経過後（解熱日は含まない）、

６日目から登校可能とします。

（２）新型コロナウイルスの場合

発症日を０日目として５日間経過し、かつ、症状軽快後２４時間経過後、６日目から登校

可能とします。ただし、発症から１０日を経過するまではマスクの着用を推奨します。

２ 購入した検査キットで陽性だった場合は、必ず病院を受診し、医師の診断を受けていただくよ

うお願いします。また、登校許可日の確認をお願いいたします。

３ 学校感染症罹患報告書の提出をお願いいたします。

（１）生徒を通じて、保護者へ配布いたします。

（２）薬の明細書や病院受診時の領収書等、医師の診断により陽性が判明したことを証明する書類

の写しの添付をお願いいたします。

※ 学校感染症に罹患し出席停止とする場合、学校感染症罹患報告書の提出が必要になります。学

校感染症は、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外にも、溶連菌感染症、感染性胃腸

炎等があります。


